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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２４年１０月２７日 １６時１０分ごろ 

発生場所 香川県馬
うま

篠
しの

湾 

 香川県さぬき市所在の脇元港沖防波堤灯台から真方位０８５°１,

７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.１′ 東経１３４°１７.７′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 昇
しょう

久
きゅう

丸、４.５０トン 

 ＫＡ３－２２５８９（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.８７ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１６９.１７kＷ、昭和５４年１２月１日 

 第２８０－１６４１３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年４月２８日 

  免許証交付日 平成２３年４月１１日 

         （平成２８年５月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 冷却海水ポンプのゴムインペラの欠損、主機排気管及び機関室内の電

気配線が焼損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、さぬき市脇元

漁港内に所在の造船所（以下「本件造船所」という。）を出渠
きょ

し、香

川県東かがわ市引田漁港へ向け、馬篠湾を東進中、平成２４年１０月

２７日１６時１０分ごろ、船長が、機関室出入口の蓋の隙間から白煙

が出ていることに気付き、機関室で火災が発生していることを認め

た。 

 船長は、減速してクラッチを中立とし、本件造船所に救助を要請し

た。 

 本船は、来援した最寄りの漁業協同組合に所属する漁船から消火ホ

ースで供給された海水を機関室内に放水して消火作業を行い、鎮火を
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確認した後、修理のために本件造船所にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、船体中央部の甲板上に操縦席が設けられ、操縦席の下方か

ら後方が機関室として区画され、操縦席の後方の甲板上に設けられた

機関室出入口用の開口部には蓋が取り付けられていた。 

 機関室は、中央に主機が据付けられ、耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管

製の主機排気管が、約５ｍにわたり、右舷側を船尾方に向かって敷設

されていた。 

 主機は冷却清水を海水で冷却する間接冷却方式であり、冷却海水

ポンプによって吸引加圧された海水が、清水冷却器等で熱交換し、過

給機の排気出口管付近に設置された海水混合器で排気管系統内に混入

されて排気と共に船外へ排出されていた。 

 本船は、２７日０７時３０分ごろ本件造船所に入渠し、上架後、船

長及び同乗者が船底の掃除及び塗装を行い、１５時３０分ごろ出渠し

た。 

 主機は、本事故後、冷却海水ポンプを開放したところ、ゴムインペ

ラの羽根の８枚のうち７枚が欠損しており、過給機の排気出口管に接

続する排気管が約６０㎝にわたって焼失していたことが確認された。 

 船長は、冷却海水ポンプのゴムインペラを約２年ごとに整備業者に

依頼して新替えするようにしており、本事故時に使用していたゴムイ

ンペラについては、新替えをしてから約１年～１年６か月が経過して

いた。 

 船長は、出渠後、脇元漁港港外において、主機クラッチを中立と

し、機関各部の点検を行った際、主機排気管から冷却海水が全く出て

いなかったことを同乗者から本事故後に聞いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、馬篠湾を東進中、主機冷却海水ポンプのゴムインペラの羽

根が欠損して冷却海水の供給が断たれたことから、主機排気管が過熱

して発火し、機関室内の可燃物に延焼した可能性があると考えられ

る。 

 船長は、主機冷却海水の船外排出口からの排出量を点検していれ

ば、冷却海水の供給が断たれていることに気付き、冷却海水ポンプを

整備して主機排気管の過熱を防ぎ、火災の発生を防止できた可能性が

あると考えられる。 

 冷却海水ポンプのゴムインペラは、経年劣化して破損した可能性が

あると考えられる。 
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原因  本事故は、本船が馬篠湾を東進中、主機冷却海水ポンプのゴムイン

ペラの羽根が欠損して冷却海水の供給が断たれたため、主機排気管が

過熱して発火し、機関室内の可燃物に延焼したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出渠後の機関始動時には、機関各部の点検を行うこと。 

 

 


